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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ △ 有

4 社外取締役 ○ ○ 有

5 社外取締役 ○ △ 　 訂正・変更 有

6 社外取締役 ○ △ 新任 有

7 社外取締役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

番号 選任の理由（※５）

得能摩利子氏は、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じ
て、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しています。このよ
うな見識に基づき、取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図るこ
とをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等
の職務の執行を監督いただいています。また、指名委員長及び報酬委員として、当社の
役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与いただいて
います。これらのことから、当社グループの持続的な成長に資する豊富な知識・経験を
有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待で
きるため、社外取締役として適任です。
同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独立性基
準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。

渡辺博史氏は、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任された経験を通じて、
国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有しています。このような見識に基づ
き、取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様
な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を
監督いただいています。また、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客
観的・中立的立場から監査いただいています。これらのことから、当社グループの持続
的な成長に資する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び
意思決定機能の強化への貢献が期待できるため、社外取締役として適任です。。
同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独立性基
準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。

杉光氏は、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開
発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点で
の企業戦略及び経営全般に関する見識を有しています。このような見識に基づき、取締
役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点か
ら有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督いた
だいています。また、指名委員及び報酬委員として、当社の役員候補者の選定や役員報
酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与いただいています。これらのことか
ら、当社グループの持続的な成長に資する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役
会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待できるため、社外取締役と
して適任です。
同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独立性基
準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。

-

-

杉光氏は、株式会社デンソーの出身者（2014年６月 同社取締役副社長
退任、2017年６月 同社顧問退任）であり、当社と同社との間に電気銅
の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売
上高の１％未満であります。
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定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

得能　摩利子

渡辺　博史

杉　光

若林　辰雄

別府　理佳子

該当状況についての説明（※４）

武田　和彦

五十嵐　弘司

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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4

5

6

7

４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

武田和彦氏は、世界的に幅広く事業を展開するコングロマリット（複合企業体）の経営
幹部、及びその主要子会社の副社長兼ＣＦＯ等を歴任するなどの経営者としてのマネジ
メント経験を通じて、企業経営、事業運営・経営管理、経理・財務、情報技術分野に関
する豊富な知見を有するとともに、長年にわたる欧米諸国での勤務経験に基づくグロー
バルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しており、社外取締役として経
営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。これらのことから、取締役
会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待できるため、社外取締役と
して適任です。
また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独
立性基準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反
の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。

武田和彦氏は、ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）の出身者
（2021年６月 同社執行役員退任）であり、当社と、同社の特定子会社
であるソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社等との間に製品
の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売
上高の１％未満であります。
また、ソニーグループ株式会社との間に取引関係はありません。

若林辰雄氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じ
て、金融・財務・会計及び経営全般に関する見識を有しています。このような見識に基
づき、取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多
様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行
を監督いただいています。また、報酬委員長及び指名委員として、当社の役員報酬等の
決定や役員候補者の選定に対し、客観的・中立的立場から関与いただいています。これ
らのことから、当社グループの持続的な成長に資する豊富な知識・経験を有するととも
に、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待できるため、社
外取締役として適任です。
同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独立性基
準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。

五十嵐弘司氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じ
て、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバ
ル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有していま
す。このような見識に基づき、取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向
上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場か
ら執行役等の職務の執行を監督いただいています。また、監査委員として、主に執行役
等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査いただいています。これらのこと
から、当社グループの持続的な成長に資する豊富な知識・経験を有するとともに、取締
役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待できるため、社外取締役
として適任です。
また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独
立性基準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反
の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。

当社では、2020年４月１日付で制定したコーポレート・ガバナンス基本方針において当社独自の独立性基準を定めています。内容は以下のとおりです。

当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
１．現在または過去のいずれかの時点において、以下の（１）、（２）のいずれかに該当する者
　（１）当社の業務執行者または業務執行者でない取締役
　（２）当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
２．現在において、以下の（１）～（５）のいずれかに該当する者
　（１）当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の２％以上である会社の業務執行者
　（２）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
　（３）当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
　（４）当社総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
　（５）当社の会計監査人またはその社員等
３．過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）～（５）のいずれかに該当していた者
４．上記１の（１）、（２）、上記２の（１）～（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
５．当社の社外取締役としての在任期間が８年を超える者

若林辰雄氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧問（2020年４月 同社
取締役会長退任）であり、当社と同社との間に株式事務代行委託等の取
引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の１％未
満であります。また、同社からの資金の借入はありません。

五十嵐弘司氏は、味の素株式会社の出身者（2017年６月 同社取締役専
務執行役員退任、2020年６月 同社顧問退任）であり、当社と同社との
間に産業廃棄物処理受託等の取引関係がありますが、その取引額は当社
及び同社の連結売上高の１％未満です。

別府理佳子氏は、国内外における弁護士としての長年の経験を通じて、高度な法律知識
に基づいた幅広い見識を有するとともに、企業法務、とりわけ事業のグローバル展開や
事業再編分野における専門的な知見を有しており、社外取締役として経営の監督や適切
な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経
験はありませんが、企業法務の実務経験が豊富であり、企業経営に関する十分な見識を
有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して
います。これらのことから、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢
献が期待できるため、社外取締役として適任です。
また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に定める独
立性基準のいずれにも抵触していないため、十分な独立性があり、一般株主と利益相反
の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
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